
 
市
政
野
名
だ
よ
り 

第
７
号 

発
行
者 
野
名
す
み
よ 

大
王
町
波
切
一
〇
八
―
一 

平
成
二
十
年
五
月
発
行 

℡
七
二
‐
一
三
二
〇 

◆
小
森
仁
議
長
の
不
信
任
決
議
案 

 
 
 
 

賛
成
少
数
で
否
決 

３
月
定
例
会
の
最
終
日
に
、
私
、
野
名
澄
代
は｢

小
森
仁
議

長
は
不
適
任
」
で
あ
る
と
し
て
議
長
の
不
信
任
決
議
案
を
提
出

し
ま
し
た
が
、
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。 

※
提
出
者 

 

野
名
澄
代 

 
 

 

※
賛
成
議
員 

廣
岡
安
吉
・
松
尾
忠
一
・
坂
口
洋
・
大
口
秀
和

高
岡
英
史
・
畑
美
津
子
（
敬
称
略
） 

※
反
対
議
員 

小
田
幸
道
・
浜
口
三
代
和
・
森
本
雅
太
・
出
間 

 
 
 
 
 
 

敏
和
・
西
崎
甚
吾
・
中
村
八
郎
・
杉
本
三
八
一 

 
 
 
 
 
 

山
下
弘
・
中
川
弘
幸
・
森
本
紘
正
・
小
河
光
昭 

 
 
 
 
 
 

上
村
繁
子
・
西
尾
種
生
・
三
橋
文
夫
・
山
際
優 

 
 
 
 
 
 

谷
口
覚
・
杉
木
弘
明
（
敬
称
略
） 

 

▼
議
長
不
信
任
の
理
由 

一 

議
会
の
原
則
的
ル
ー
ル
に
反
し
た 

志
摩
市
議
会
で
は
、｢

意
見
書
等
は
特
別
な
場
合
を
除
き
、

最
終
日
の
会
議
に
お
い
て
採
決
す
る｣

と
い
う
申
し
合
わ
せ
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
小
森
議
長
は｢

道
路
財
源
の
確

保
を
求
め
る
意
見
書
案｣

を
議
会
初
日
に
入
れ
ま
し
た
。 

こ
の
意
見
書
は
、
昨
年
九
月
の
定
例
会
で
採
択
し
た
ば
か
り

で
す
し
、
鳥
羽
市
・
伊
勢
市
の
議
会
は
提
案
も
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
な
の
に
志
摩
市
議
会
だ
け
が
「
特
別
な
場
合
」
と
し
、
議

長
が
日
程
を
優
先
し
ま
し
た
。
道
路
財
源
は
必
要
で
す
が
、
意

見
書
に
は
適
正
な
使
途
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
議
員
全
員
の
同

意
を
得
て
か
ら
、「
特
別
な
場
合
」
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
す
。 

 

二 

視
察
費
用
を
独
断
で
計
上 

平
成
二
十
年
度
の
予
算
案
に
、
議
長
が
独
断
で
議
会
改
革
特

別
委
員
会
の
視
察
費
四
十
九
万
六
千
円
を
計
上
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
、
問
題
と
な
り
ま
し
た
。 

特
別
委
員
会
は
昨
年
十
二
月
二
十
一
日
に
設
置
さ
れ
、
三
月

議
会
ま
で
数
回
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
一
度
も
議
長

か
ら
視
察
費
に
つ
い
て
の
相
談
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
協
議

す
る
時
間
は
十
分
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
議
長
は
議
員
に
諮
る

こ
と
な
く
、
独
断
で
研
修
視
察
を
決
め
た
の
で
す
。 

資
料
だ
け
で
理
解
し
、
協
議
で
き
る
議
会
改
革
特
別
委
員
会

に
、
な
ぜ
一
泊
二
日
の
研
修
視
察
が
必
要
な
の
か
、
な
ぜ
事
前

に
議
員
に
相
談
し
な
か
っ
た
の
か
、
い
ま
だ
議
長
か
ら
説
明
も

謝
罪
も
あ
り
ま
せ
ん
。
議
長
権
限
の
ど
こ
に
も
予
算
を
伴
う
新

規
事
業
や
、
そ
の
予
算
額
を
独
断
で
決
め
て
も
よ
い
と
は
明
記

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
独
断
で
決
定
し
た
わ
け
で
す

か
ら
、
そ
の
責
任
は
議
長
自
ら
と
る
べ
き
で
す
。 

▼
反
対
議
員
の
意
見
〈
要
約
〉 

※
小
河
光
昭
議
員 

 

「
議
会
ル
ー
ル
に
反
し
た
」
に
つ
い
て
は
、
議
会
運
営
委
員
会

で
決
定
さ
れ
た
こ
と
な
の
で
、
（
議
長
が
）
議
会
を
混
乱
さ
せ
た

こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
異
議
を
申
し
立
て
た
議
員
が
議
会
を
混

乱
さ
せ
た
の
で
あ
っ
て
、
賛
同
し
な
い
議
員
は
そ
れ
な
り
の
意
見

書
を
出
せ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

「
視
察
費
」
に
つ
い
て
は
、
議
会
運
営
委
員
会
で
詳
細
な
説
明
・

報
告
が
あ
り
、
委
員
会
は
そ
れ
を
認
め
た
の
だ
か
ら
、
何
の
問
題

も
な
い
。
視
察
は
必
要
な
い
と
い
う
の
は
、
野
名
議
員
の
個
人

的
な
意
見
で
、
私
は
四
十
九
万
六
千
円
と
い
う
金
額
が
市
民
に

迷
惑
を
か
け
る
ほ
ど
の
大
き
な
金
額
と
は
思
い
ま
せ
ん
。 

 

議
会
費
の
無
駄
な
も
の
は
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
な
ら
、
政
務
調
査
費
は
（
私
は
）
議
会
活
動
を
し
て
い

く
う
え
で
非
常
に
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
当
初
か
ら
利

用
さ
れ
て
い
な
い
議
員
分
は
不
要
額
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。 

※
三
橋
文
夫
議
員 

小
河
議
員
と
同
じ
意
見
で
す
。
議
長
に
何
ら
瑕
疵
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
不
信
任
案
に
は
断
固
反
対
で
す
。 

※
小
田
幸
道
議
員 

 

視
察
費
用
を
税
の
無
駄
使
い
だ
と
市
民
か
ら
批
判
が
あ
る

と
い
い
ま
す
が
、
最
終
的
に
議
会
運
営
委
員
会
で
決
め
た
こ
と

な
の
で
、
議
長
を
不
信
任
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

※
浜
口
三
代
和
議
員 

 

議
会
の
ル
ー
ル
に
の
っ
と
っ
て
議
会
運
営
委
員
会
の
決
議

を
重
視
し
た
こ
と
。
視
察
予
算
は
、
議
長
が
議
会
改
革
に
ま
じ

め
に
取
り
組
み
、
必
要
だ
と
認
め
た
予
算
だ
か
ら
、
使
い
方
は

こ
れ
か
ら
議
会
改
革
特
別
委
員
会
で
審
議
す
れ
ば
よ
い
こ
と

で
す
。
議
長
に
責
任
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

▼ 

反
対
議
員
の
意
見
に
対
す
る 

私
の
反
論 

議
長
不
信
任
案
に
反
対
し
た
議
員
は
、
一
様
に
「
議
会
運
営

委
員
会
で
認
め
た
の
で
問
題
は
な
い
」
と
、
こ
と
の
本
質
を
す

り
替
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
議
会
運
営
委
員
会
は
議
会
を
円
滑

か
つ
効
率
的
に
運
営
す
る
た
め
に
お
か
れ
た
も
の
で
、
新
規
の

事
業
や
そ
れ
に
伴
う
予
算
を
決
定
す
る
権
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 

視
察
費
が
必
要
な
ら
、
必
要
と
す
る
議
会
改
革
特
別
委
員
会

で
協
議
し
、
決
定
す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
な
の
に
役
割

の
違
う
議
会
運
営
委
員
会
で
、
議
長
が
予
算
書
配
付
後
に
事
後

報
告
を
し
た
か
ら
、
「
委
員
会
が
認
め
た
」
こ
と
に
な
る
と
い

う
論
理
は
、
間
違
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。 

小
河
光
昭
議
員
の
「
視
察
費
四
十
九
万
六
千
円
は
、
市
民
に

迷
惑
を
か
け
る
ほ
ど
の
大
き
な
金
額
で
は
な
い
」
と
す
る
意
見

に
同
調
し
た
十
七
名
の
議
員
。
議
会
改
革
を
利
用
し
た 

“
視

察
と
い
う
名
の
旅
行 

”
は
、
税
金
の
無
駄
遣
い
に
な
ら
な
い

と
お
考
え
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
よ
う
な
無
駄
遣
い
の
積
み
重
ね
が
大
き
な
金
額
と
な

り
、
市
の
財
政
が
破
綻
に
陥
る
危
険
性
が
高
い
こ
と
を
認
識
し

た
う
え
で
、「
そ
れ
で
も
視
察
は
必
要
」
と
考
え
て
い
る
の
か
、

私
は
問
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 



◆
議
会
改
革
特
別
委
員
会
の
目
的 

 

昨
年
十
二
月
二
十
一
日
、
議
会
改
革
特
別
委
員
会
（
委
員
十

名
）
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
検
討
事
項
は
議
員
定
数
・
議
員
報

酬
・
政
務
調
査
費
・
議
会
の
活
性
化
・
議
会
機
能
の
充
実
・
議
会

情
報
化
の
推
進
・
そ
の
他
議
会
改
革
に
関
す
る
こ
と
で
す
。 

※
委
員
長
…
中
川
弘
幸 

 
 

※
副
委
員
長
…
杉
本
三
八
一 

※
委
員
…
…
小
田
幸
道
・
西
崎
甚
吾
・
野
名
澄
代
・
松
尾
忠
一 

 
 
 

 

小
河
光
昭
・
上
村
繁
子
・
三
橋
文
夫
・
山
際
優 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
以
上
敬
称
略
） 

▼
議
員
定
数
削
減
決
定
は
六
月
予
定 

 

財
政
が
許
せ
ば
、
議
員
は
少
な
い
よ
り
多
い
方
が
よ
い
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
志
摩
市
の
財
政
は
多
く
の
議
員
を
抱
え
る

ほ
ど
の
余
力
は
な
く
、
私
の
予
想
を
超
え
る
ス
ピ
ー
ド
で
夕
張

化
現
象
に
陥
っ
て
い
ま
す
。 

私
は
昨
年
六
月
定
例
会
で
、
議
員
定
数
四
人
減
を
提
案
し
ま

し
た
が
、
同
僚
議
員
の
賛
同
が
得
ら
れ
ず
、
継
続
審
査
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
議
員
定
数
削
減
を
議
会
改
革
特
別
委

員
会
が
引
き
継
ぎ
、
現
在
協
議
し
て
い
ま
す
。
削
減
案
の
決
定

は
本
年
六
月
の
予
定
で
す
。 

 

▼
私
は
六
人
減
を
提
案 

急
速
な
志
摩
市
財
政
の
悪
化
に
か
ん
が
み
、
私
は
昨
年
提
案

し
た
議
員
定
数
四
人
減
を
撤
回
し
、
少
な
く
と
も
六
人
減
を
提

案
す
る
つ
も
り
で
す
。 

財
政
悪
化
の
原
因
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
次
の
２
点
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

・
合
併
後
、
迅
速
に
行
財
政
改
革
に
着
手
し
な
か
っ
た
こ
と
。 

・
合
併
特
例
債
を
利
用
し
た
庁
舎
建
設
を
含
め
た
箱
物
行
政
等

身
の
丈
に
あ
わ
な
い
公
共
事
業
を
進
め
た
こ
と
。 

 

▼
他
市
の
議
員
定
数
の
状
況 

〈
市
名
〉 

〈
人
口
（
概
数
）
〉
〈
条
例
定
数
〉 

 

・
志
摩
市 

 

六
・
〇
万
人 

 
 

二
十
六
人 

・
鳥
羽
市 

 

二
・
三
万
人 

 
 

十
六
人 

・
い
な
べ
市 

四
・
七
万
人 

 
 

二
十
人 

・
亀
山
市 

 

五
・
〇
万
人 

 
 

二
十
二
人 

・
名
張
市 

 

八
・
三
万
人 

 
 

二
十
人 

・
天
理
市 

 

六
・
九
万
人 

 
 

二
十
人
（
奈
良
県
） 

・
橋
本
市 

 

七
・
〇
万
人 

 
 

十
八
人
（
和
歌
山
県
） 

 

▼
財
政
悪
化
と
議
会
・
議
員
の
役
割 

市
財
政
悪
化
の
責
任
は
市
長
だ
け
で
は
な
く
、
議
会
に
も
あ

り
ま
す
。
議
会
が
予
算
・
決
算
を
し
っ
か
り
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い

れ
ば
、
た
っ
た
四
年
で
市
財
政
が
こ
れ
ほ
ど
悪
く
な
る
こ
と
は

な
か
っ
た
は
ず
で
す
。 

庁
舎
建
設
を
は
じ
め
と
す
る
公
共
事
業
を
、
市
長
と
と
も
に

推
進
し
て
き
た
多
数
の
議
員
。
危
機
的
な
財
政
状
況
を
理
解
で

き
ず
、
「
志
摩
市
の
財
政
は
大
丈
夫
で
す
と
い
う
市
長
の
力
強

い
ご
答
弁
を
…
」
と
平
然
と
発
言
で
き
る
議
員
。
事
業
内
容
に

関
係
な
く
、
議
案
全
て
に
黙
っ
て
賛
成
す
る
議
員
等
々
。
一
部

の
議
員
を
除
い
て
志
摩
市
議
会
は
市
長
の
追
認
議
会
で
あ
っ

た
感
が
否
め
ず
、
そ
の
結
果
が
現
在
の
財
政
状
況
と
化
し
て
し

ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
に
何
度
か
財
政
悪
化
を
回
避
で
き
る
局
面
が
あ

り
ま
し
た
。
庁
舎
建
設
も
そ
の
一
つ
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
つ

ど
議
会
は
少
数
意
見
を
数
の
力
で
抑
え
、
市
長
の
後
押
し
を
し

て
き
ま
し
た
。
二
十
六
名
の
議
員
が
い
な
が
ら
、
今
日
の
財
政

悪
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
志
摩
市
に
は
二
十
六
名

も
の
議
員
は
い
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
観
点
か
ら
も
、
私
は
前
回
提
案
し
た
議
員
定
数
四
人
削

減
案
を
撤
回
し
、
少
な
く
と
も
６
人
削
減
を
提
案
し
ま
す
。 

 

▼
小
田
幸
道
議
員
が 

 
 

市
役
所
で
私
的
機
関
紙
を
印
刷 

『
議
会
だ
よ
り
』
第
十
三
号
に
記
さ
れ
た｢

市
議
の
一
人
が

市
役
所
の
輪
転
機
を
私
的
に
使
用
し
て
い
た｣

こ
と
に
つ
い
て
、

多
く
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
補
足
い
た
し
ま
す
。 

市
役
所
で
、
私
的
機
関
紙
を
印
刷
し
て
い
た
の
は
、
小
田
幸

道
議
員
で
す
。
期
間
は
、
平
成
十
八
年
九
月
か
ら
発
覚
し
た
十

九
年
六
月
ま
で
。
印
刷
枚
数
は
一
回
に
つ
き
七
百
枚
ほ
ど
。 

私
が
問
題
に
し
た
の
は
、
発
覚
後
の
議
会
の
対
応
で
す
。
議

長
に
申
し
入
れ
て
か
ら
、
四
ヶ
月
後
、｢

小
田
議
員
が
『
私
は

悪
く
な
い
』
と
主
張
し
て
譲
ら
な
い
た
め
、
厳
重
注
意
を
で
き

な
か
っ
た｣

と
い
う
議
長
報
告
。
そ
の
後
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
。 

私
は
不
問
に
で
き
ず
、
十
二
月
定
例
会
で
取
り
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
議
長
が
厳
重
注
意
し
、
小
田
議
員
は
謝
罪
し
ま
し

た
。
後
日
、
小
田
議
員
は
印
刷
代
金
？
と
し
て
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ

（
イ
ン
ク)

５
本
を
弁
済
し
ま
し
た
。
印
刷
機
を
数
ヶ
月
も
私

的
使
用
し
た
弁
済
額
が
、
イ
ン
ク
５
本
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

議
会
改
革
以
前
に
議
会
は
自
ら
の
襟
を
正
す
べ
き
で
す
。 

 

◆
慶
弔
費
の
見
直
し
は
？ 

市
議
会
の
慶
弔
規
定
は
次
の
通
り
で
す
。 

現
職
（
生
花
は
一
万
円
相
当
） 

※
市
長
・
議
員
…
… 

香
典
二
万
円
・
生
花
一
基 

※
副
市
長
・
教
育
長
…
香
典
一
万
円
・
生
花
一
基 

元
職 

 
 

※
市
長
・
議
員
・
旧
町
長
…
香
典
一
万
円
・
生
花
一
基 

※
助
役
・
副
市
長
・
収
入
役
・
教
育
長
…
香
典
一
万
円 

議
員
の
配
偶
者
及
び
血
族
一
親
等
・
同
居
の
養
父
母 

 
 
 
 
 
 
 
 

香
典
一
万
円
・
生
花
一
基 

慶
弔
費
は
市
民
の
税
金
か
ら
支
出
し
て
い
ま
す
。
前
号
で
取

り
上
げ
た
あ
と
、
多
数
の
方
か
ら｢

見
直
す
べ
き｣

と
い
う
ご
意

見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
同
一
議
員
が
一
度
決
ま
っ
た

こ
と
を
再
度
見
直
す
よ
う
主
張
で
き
ま
せ
ん
。
議
員
定
数
・
政

務
調
査
費
・
議
員
報
酬
・
慶
弔
費
を
含
め
、
ご
意
見
は
お
手
数

で
す
が
左
記
議
会
事
務
局
へ
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

▼
議
会
事
務
局
…
℡
８
５
‐
５
４
０
１ 

〒
５
１
７
‐
０
７
０
３ 

志
摩
市
志
摩
町
和
具
６
６
０ 


